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* * 2017 年 9 月作成（改訂２版）(新記載要領に基づく改訂) 

   2010 年 3 月 3 日作成（新様式第１版） 

届出番号：27B3X00139000059 号 

                                       

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器 

一般医療機器 歯科用マンドレル 35170000 

アイデントマンドレール  
 

 

   【形状・構造及び原理等】 
     形状： 

      円柱状  長さ約 48mm×軸径 2.3mm（頭部径 4.5 ㎜） 

     成分： 
    軸部 鋼鉄 

 

* *【使用目的又は効果】 
     研磨器材であるバフ、ブラシ、ホィール等を装着する為の回転  

     心棒として用いる。 

 

* *【使用方法等】 

  ［使用方法］ 

  １）口腔内での使用する場合は、本材を滅菌します。 
  ２）(装着) 

   頭部のねじをはずし、頭部にバフ、やブラシ、ホィール等  

   を装着し元の軸部に取り付けて下さい。 
     この場合ゆるみ等ないよう締め付けて下さい。 

  ３）研削・研磨材をセットした本材を、歯科用電気エンジン、  

        マイクロモーター、高速レーズなどに装着して使用します。 
  ４）再使用する際には速やかに清掃液、消毒剤を用いて付着物 

        を除去した後、滅菌を行います。 

 * *５）指定の最高許容回転数を超えて使用しないこと 

最高許容回転数 

30,000 回転/分 

 

  ［使用方法に関連する使用上の注意］ 
* *１）バフ等使用回転数が異なる場合は、安全の為低い方の最高許 

      容回転数を優先すること。 

 ２)ねじ部と軸部を取り付ける際無理な力をかけずに締め付け 
    ること。 

３）ブラシ、バフ等を使用する場合には、その説明書に表示       

    してある使用上の注意事項を守ること。 
   ４）ハンドピースに装着 

      この場合ハンドピースメーカーの取り扱い説明書に従っ  

      て確実にセットしてください。 
* *５）腐食性のある薬剤での滅菌は避けること。 

* *６）本材は必ず右回転で使用すること 

 
* *【使用上の注意】 

 ［重要な基本的注意］ 

１）変形、損傷（錆、表面キズ、曲がり、汚損）等のある物  
は使用しないこと。 

   ２）研磨作業の際には粉塵による人体への影響を避けるため、  

     局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用 
         し、粉塵を吸入しないこと。 

  3)研磨作業を行う際には、目の損傷を防ぐために保護めがね 

    を使用すること。 
 

    【保管方法および有効期間等】 

    ［保管方法］ 
1) 水分、腐食性薬剤およびその蒸気の暴露を避けて、外圧

（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。 

     ２）本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に 
     保管・管理すること。  

  

   【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】 
   製造販売元 ：  有限会社 アイデント化学工業 
   住所    ： 〒567-0035 

           大阪府茨木市見付山 1− 2− 24 

   電話番号   ： 072-626-0418 
 


